
　 医療健康課健康推進係 ☎62‐6666

お
知
ら
せ

が
ん
患
者
大
集
会

　
「
が
ん
患
者
大
集
会
」
が
、
今
年
は
秋

田
県
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
体
験
談
や
取
組
み
な
ど
，
た
く
さ
ん
の

思
い
を
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
時　
10
月
９
日（
日
） 

13
時
〜
16
時

会
場　
秋
田
県
児
童
会
館

対
象　
が
ん
患
者
や
そ
の
家
族
、
支
援
者
、

が
ん
医
療
に
関
心
の
あ
る
方 

な
ど

※
市
の
送
迎
バ
ス
が
あ
り
ま
す
。
バ
ス
利

用
を
希
望
す
る
方
は
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切　
９
月
26
日
（
月
）

　

 

医
療
健
康
課
健
康
推
進
係

 

☎
62‐
６
６
６
６

北
秋
田
市
食
育
講
演
会

日
時　
10
月
12
日（
水
） 

９
時
30
分
〜
12
時

場
所　
北
秋
田
市
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
者　
北
秋
田
市
民

《
テ
ー
マ
》

　
郷
土
料
理
の
伝
承
か
ら
食
文
化
の
継
承
へ

講
師　
㈱
陽
気
な
母
さ
ん
の
店

　
　
　
　
代
表
取
締
役　
石
垣
一
子
氏

申
込
み　
当
日
参
加
も
可
能
で
す
が
、
で

き
る
だ
け
事
前
の
申
込
み
を
お
願
い
し

ま
す
。（
９
月
末
ま
で
）

※

当
日
託
児
が
あ
り
ま
す
。
申
込
み
の
際

に
お
話
く
だ
さ
い
。

　
　

 

医
療
健
康
課
健
康
推
進
係

 

☎
62‐
６
６
６
６

申
問

敬老式敬老式

《対象》　75歳以上の方
　　　　（昭和17年４月１日以前に生まれた方）

北秋田市北秋田市

日時

合川

森吉

七座
坊沢
沢口
七日市

栄

阿仁

鷹巣

綴子

９月６日（火）
11：00～

９月８日（木）
10：30～

９月11日（日）
10：30～

９月11日（日）
11：00～

９月15日（木）
11：00～

９月17日（土）
10：30～

９月18日（日）
10：30～

合川体育館

森吉総合スポーツセンター

七座公民館
坊沢公民館
沢口公民館
七日市公民館

栄公民館

阿仁ふるさと文化センター
（阿仁公民館）
市民ふれあいプラザ
「コムコム」

綴子小学校

地区 会場

新敬老の方（75歳）、米寿（88歳）、白寿（99歳）
には、それぞれ記念品を贈呈します。どうぞ
ご参加ください。

※対象者には、案内状を送付しています。

寿

　長寿と健康を祝い、
各地区で次のとおり敬
老式を開催します。

　　 高齢福祉課高齢福祉係 ☎62‐6639申問 　　 地域包括支援センター ☎69‐7061

第
５
回

申問

第
１
回
第
２
回
第
３
回
第
４
回

　健康づくりに役立つ知識や技術を学び、介護予
防ボランティアとして活動をしてみませんか。
【会場】　交流センター
【対象】　講座終了後に活動していた
　　　　だける意欲ある市民の方

介護予防ボランティア養成講座介護予防ボランティア養成講座

　日時　10月12日（水） 13時～15時
　「ボランティアとして活動する前に」
　日時　10月19日（水） 13時～15時
　「～運動実践～心身における介護予防」
　日時　10月26日（水） 13時～15時
　「心肺蘇生とＡＥＤ」
　日時　11月２日（水） 13時～15時
　「認知症サポーター養成講座」
　日時　11月９日（水） 13時～15時
　「～意見交換～各地区での取り組み状況」

　【申込期限】　９月28日（水）

〇講座の日程（全５回）

喫煙と健康喫煙と健康
９月から始まる２つの給付金９月から始まる２つの給付金

　平成28年度 臨時福祉給付金　平成28年度 臨時福祉給付金

　障害・遺族年金受給者向け給付金　障害・遺族年金受給者向け給付金

対象者　平成28年度市民税が非課税かつ課税者
の扶養になっていない方

給付額　対象者１人につき３千円

対象者　平成28年度臨時福祉給付金の対象者の
うち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給し
ている方（年金生活者等支援臨時福祉給付金を
受給した方を除く）

給付額　対象者１人につき３万円

申請書の発送　該当すると思われる方には、申請
開始日までに申請書等を送付します

申請期間　９月27日（火）～平成29年１月31日（火）

　市町村や国の機関が、ＡＴＭの操作をお願いす
ることは絶対にありません。あやしい電話があっ
た時は、北秋田警察署（☎62‐1245）にご連絡を！

　　 福祉課地域障がい福祉係 ☎62‐6637申問

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を

　　　　　　　心身の発育・発達期は、喫煙の
影響を受けやすく、依存性になりやすい時期で
す。また、喫煙開始年齢が早いと喫煙期間が長
くなるため、肺がんの危険性は高くなります。

■
９
月
６
日（
火
） 

全
血

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
森
泉
荘

13
時
15
分
〜
14
時
30
分

秋
田
県
信
用
組
合
鷹
巣
支
店

15
時
30
分
〜
16
時
30
分

■
９
月
15
日（
木
） 

全
血

新
東
北
メ
タ
ル
㈱

10
時
〜
11
時
45
分

Ｊ
Ａ
鷹
巣
町
配
送
セ
ン
タ
ー

12
時
15
分
〜
13
時

県
立
鷹
巣
技
術
専
門
校

14
時
30
分
〜
16
時
30
分

■
９
月
25
日（
日
） 

全
血

ザ・ビ
ッ
グ
た
か
の
す
店

①
10
時
〜
12
時
／
②
13
時
〜
16
時

（（（（（（

献
血
日
程

献
血
日
程

市
有
財
産
の
売
却

　
市
が
所
有
し
て
い
る
財
産
を
一
般
競
争

入
札
で
売
却
し
ま
す
。

【
車
両
】 ※

年
式
は
す
べ
て「
平
成
」

▽
ト
ヨ
タ 

ノ
ア（
12
年
式
）

▽
ト
ヨ
タ 

ハ
イ
エ
ー
ス（
２
年
式
）

▽
ト
ヨ
タ 

ラ
ン
ド
ク
ル
ー
ザ
ー（
５
年
式
）

▽
ト
ヨ
タ 

カ
ロ
ー
ラ
バ
ン（
11
年
式
）

▽
い
す
ゞ 

エ
ル
フ（
３
年
式
）

▽
日
産 

シ
ビ
リ
ア
ン（
11
年
式
）

▽
ス
ズ
キ 

エ
ス
ク
ー
ド（
５
年
式
）

■
入
札
参
加
受
付　

※

土
日
祝
を
除
く

　
９
月
１
日（
木
）〜
９
月
16
日（
金
）

■
入
札
日
・
場
所

　
日
時　
９
月
21
日（
水
） 

16
時
か
ら

　
場
所　
旧
中
央
公
民
館
３
階
大
教
室

　
　

 

財
政
課
管
財
係 

☎
62‐

６
６
０
３

社
会
生
活
基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
こ
の
調
査
は
、
国
民
の
生
活
時
間
の
使

い
方
や
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
状
況
を
調
べ
、

社
会
や
暮
ら
し
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し

て
活
用
す
る
も
の
で
す
。

　
調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
は
、
10
月

上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
調
査
員
が
伺
い

調
査
票
を
お
配
り
し
ま
す
。
ま
た
、
よ
り

便
利
に
回
答
い
た
だ
く
た
め
、
パ
ソ
コ
ン

を
使
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
す
る

こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
調

査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

 

秋
田
県
調
査
統
計
課
生
活
統
計
班

☎
０
１
８‐

８
６
０‐

１
２
５
８

18
歳
以
上
の
ひ
き
こ
も
り
に
関
す
る

巡
回
相
談
会（
県
北
地
区
）

　
今
後
必
要
な
支
援
内
容
を
検
討
し
、
関

係
機
関
を
紹
介
し
ま
す
。

日
時　
９
月
26
日（
月
）

時
間　
10
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
所　
北
秋
田
保
健
所

対
象　
18
歳
以
上
で
ひ
き
こ
も
り
状
態
に

あ
る
方
や
そ
の
家
族

﹇
相
談
時
の
留
意
点
﹈

①
相
談
は
無
料
で
す
が
、
紹
介
先
の
関
係

機
関
は
有
料
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
医
療
行
為
に
あ
た
る
相
談
、
緊
急
の
対

応
が
必
要
な
相
談
な
ど
、
内
容
に
よ
っ

て
は
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

定
員　

４
人 

／ 

相
談
時
間　

１
人
60
分

申
込
締
切　
９
月
16
日（
金
）ま
で

　
　

 
ひ
き
こ
も
り
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
８‐

８
３
１‐

２
５
２
５

（
平
日 

10
時
〜
16
時
）

障
害
者
等
用
駐
車
区
画
利
用
制
度

　
　
〜
10
月
３
日
か
ら
制
度
開
始
〜

　
こ
の
制
度
は
歩
行
困
難
で
か
つ
障
害
者
、

介
護
を
必
要
と
す
る
方
や
妊
婦
、
け
が
人

な
ど
の
方
々
を
対
象
に
利
用
証
を
発
行
す

る
制
度
で
す
。

　
利
用
証
の
申
請
や
駐
車
区
画
の
設
置
届

な
ど
、
手
続
方
法
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

 

秋
田
県
福
祉
政
策
課

☎
０
１
８‐
８
６
０‐
１
３
１
６

避
難
勧
告
等
の
目
安
と
な
る
基
準

水
位
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

　
秋
田
県
水
防
計
画
の
変
更
に
よ
り
、
避

難
勧
告
等
の
目
安
と
な
る
基
準
水
位
を
一

部
見
直
し
ま
し
た
。

▽
氾
濫
危
険
水
位…

避
難
勧
告
の
発
令
判

断
の
目
安
と
な
る
水
位
で
、
氾
濫
に
よ

り
家
屋
浸
水
等
の
被
害
が
生
じ
る
お
そ

れ
の
あ
る
水
位
で
す
。

▽
避
難
判
断
水
位…

避
難
準
備
情
報
の
発

令
判
断
の
目
安
と
な
る
水
位
で
、
要
配

慮
者
の
避
難
に
要
す
る
時
間
を
考
慮
し

た
水
位
で
す
。

　

 

秋
田
県
河
川
砂
防
課

☎
０
１
８‐

８
６
０‐

２
５
１
４

申
問問

問

申
問 問

問

問

たばこを一度吸うと
　　やめたくてもやめられなくなります

参
加
無
料
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